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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年1月28日(2016.1.28)

【公表番号】特表2015-500703(P2015-500703A)
【公表日】平成27年1月8日(2015.1.8)
【年通号数】公開・登録公報2015-002
【出願番号】特願2014-546146(P2014-546146)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｍ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   13/00     ３０１Ａ
   Ａ６１Ｍ   27/00     　　　　
   Ａ６１Ｆ   13/00     ３０１Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月4日(2015.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織部位を治療するためのマニホールド部材において、
　第１の側面および第２の側面を有するパッドを形成する複数の絡み合い状の合成繊維と
；
　前記パッドの少なくとも前記第１または第２の側面に形成された複数の隆起であって、
前記組織部位での組織の肉芽形成を促す複数の隆起と
を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項２】
　請求項１に記載のマニホールド部材において、前記マニホールド部材が、医療用綿ガー
ゼのように見えるように形成されることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のマニホールド部材において、前記パッドの密度が、１平方メ
ートル当たり約２０グラム（ｇｓｍ）～２００ｇｓｍの範囲であることを特徴とする、マ
ニホールド部材。
【請求項４】
　請求項１または請求項１乃至３の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維の平均直径が１５ミクロン超および２５ミクロン未満である
ことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項５】
　請求項１または請求項１乃至４の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の隆起の平均有効径が２０ミクロン未満であることを特徴とする、マニホールド部材
。
【請求項６】
　請求項１または請求項１乃至５の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の隆起の各々が、少なくとも１つの寸法が１０ミクロンよりも長いポリマー粒子を含
むことを特徴とする、マニホールド部材。
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【請求項７】
　請求項１または請求項１乃至６何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記複
数の隆起の各々が三角形であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項８】
　請求項１または２に記載のマニホールド部材において、前記絡み合い状の合成繊維が親
水性であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項９】
　請求項１または請求項１乃至８の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
絡み合い状の合成繊維が疎水性であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１０】
　請求項１または請求項１乃至９の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が、ポリエステル、ポリアミド、およびポリオレフィンのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１１】
　請求項１または請求項１乃至１０の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維が顔料を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１２】
　請求項１または請求項１乃至１１の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維が、円形断面を有する繊維を含むことを特徴とする、マニ
ホールド部材。
【請求項１３】
　請求項１または請求項１乃至１２の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維が、耳たぶ状の断面を有する繊維を含むことを特徴とする
、マニホールド部材。
【請求項１４】
　請求項１または請求項１乃至１３の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維が、澱粉または感水ポリマーを含み、濡れているときより
も乾いているときにより硬度が高くなることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１５】
　請求項１または請求項１乃至１４の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維がＸ線不透過性マーカを含むことを特徴とする、マニホー
ルド部材。
【請求項１６】
　請求項１または請求項１乃至１５の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の隆起が、成形されたポリマーの小塊を含むことを特徴とする、マニホールド部材
。
【請求項１７】
　減圧を用いて組織部位を治療するシステムにおいて、前記システムが：
　前記組織部位に近接して配置されたマニホールド部材と；
　前記マニホールド部材を被覆して、前記組織部位の周りに密閉空間を形成するように適
合されたシール部材と；
　前記マニホールド部材に流体的に結合された減圧源と
を含み、および
　前記マニホールド部材が、
　　第１の側面および第２の側面を有するパッドを形成する複数の絡み合い状の合成繊維
と、
　　前記パッドの少なくとも前記第１または第２の側面に形成された複数の隆起と
を含むことを特徴とする、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、前記マニホールド部材が、医療用綿ガーゼのよ
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うに見えるように形成されることを特徴とする、システム。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載のシステムにおいて、前記パッドの密度が、１平方メート
ル当たり約２０グラム（ｇｓｍ）～２００ｇｓｍの範囲であることを特徴とする、システ
ム。
【請求項２０】
　請求項１７または請求項１８乃至１９の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維の平均直径が、１５ミクロン超、および２５ミクロン未満であ
ることを特徴とする、システム。
【請求項２１】
　請求項１７または請求項１８乃至２０の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起の平均有効径が２０ミクロン未満であることを特徴とする、システム。
【請求項２２】
　請求項１７または請求項１８乃至２１の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起の各々が、少なくとも１つの寸法が１０ミクロンよりも長いポリマー粒子を含む
ことを特徴とする、システム。
【請求項２３】
　請求項１７または請求項１８乃至２２の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起の各々が三角形であることを特徴とする、システム。
【請求項２４】
　請求項１７または請求項１８乃至２３の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記絡
み合い状の合成繊維が親水性であることを特徴とする、システム。
【請求項２５】
　請求項１７または請求項１８乃至２３の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記絡
み合い状の合成繊維が疎水性であることを特徴とする、システム。
【請求項２６】
　請求項１７または請求項１８乃至２５の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、ポリエステル、ポリアミド、およびポリオレフィンのうち
の少なくとも１つを含むことを特徴とする、システム。
【請求項２７】
　請求項１７または請求項１８乃至２６の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が顔料を含むことを特徴とする、システム。
【請求項２８】
　請求項１７または請求項１８乃至２７の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、円形断面を有する繊維を含むことを特徴とする、システム
。
【請求項２９】
　請求項１７または請求項１８乃至２７の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、耳たぶ状の断面を有する繊維を含むことを特徴とする、シ
ステム。
【請求項３０】
　請求項１７または請求項１８乃至２９の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、澱粉または感水ポリマーを含み、濡れているときよりも乾
いているときに硬度が高くなることを特徴とする、システム。
【請求項３１】
　請求項１７または請求項１８乃至３０の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維がＸ線不透過性マーカを含むことを特徴とする、システム。
【請求項３２】
　請求項１７または請求項１８乃至３１の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起が、成形されたポリマーの小塊を含むことを特徴とする、システム。
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【請求項３３】
　減圧治療システムにおいて使用するためのマニホールド部材の製造方法において、
　複数の合成繊維を形成するステップと；
　前記複数の合成繊維からパッドを形成するステップと；
　前記パッドの少なくとも一部分に複数の隆起を結合するステップと
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の方法において、前記複数の隆起を結合するステップが、前記パッド
の表面の１つまたは複数に前記複数の隆起をスパッタコーティングすることを含むことを
特徴とする、方法。
【請求項３５】
　請求項３３に記載の方法において、前記複数の隆起を結合するステップが、前記パッド
の表面の１つまたは複数に前記複数の隆起を接合することを含むことを特徴とする、方法
。
【請求項３６】
　請求項３３に記載の方法において、前記複数の隆起を結合するステップが、前記複数の
合成繊維に前記複数の隆起を含むように、前記複数の合成繊維を成形することを含むこと
を特徴とする、方法。
【請求項３７】
　請求項３３に記載の方法において、前記複数の隆起が、前記複数の合成繊維の複数の結
び目を含むことを特徴とする、方法。
【請求項３８】
　請求項３３または請求項３４乃至３７の何れか一項に記載の方法において、さらに、前
記パッドに、縦方向に間隔を置いて、横方向に引裂き経路を形成することを含むことを特
徴とする、方法。
【請求項３９】
　請求項３３に記載の方法において、前記複数の隆起を結合するステップが、前記パッド
の少なくとも一方の側面に前記複数の隆起を成形することを含むことを特徴とする、方法
。
【請求項４０】
　請求項３３または請求項３４乃至３９の何れか一項に記載の方法において、さらに、前
記パッドの少なくとも一方の側面に繊維材料を用いてフロック加工することを含むことを
特徴とする、方法。
【請求項４１】
　請求項３３または請求項３４乃至４０の何れか一項に記載の方法において、前記複数の
合成繊維を形成するステップが、前記複数の合成繊維をポリマーから形成することを含み
、およびさらに、以下の添加剤：Ｘ線不透過性物質または抗菌材料のうちの１つまたは複
数を含むことを特徴とする、方法。
【請求項４２】
　組織部位の治療に使用するためのマニホールド部材において、前記マニホールド部材が
、
　第１の側面および第２の側面を有する連続気泡発泡体の層と；
　前記連続気泡発泡体の層に結合された複数の絡み合い状の繊維と
を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項４３】
　請求項４２に記載のマニホールド部材において、前記連続気泡発泡体の層の厚さが３ミ
リメートル未満であり、および前記複数の絡み合い状の合成繊維の厚さが３ミリメートル
未満であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項４４】
　請求項４２または４３に記載のマニホールド部材において、前記複数の絡み合い状の繊
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維が複数の絡み合い状の合成繊維を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
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